
▲鰍沢警察署長表彰
代表 笠井豊

▲県消防協会峡南支部長
表彰 代表 上田健剛

▲消防本部消防長表彰 
代表 石原由紀夫

▲県民センター所長表彰 
代表 一瀬大輔

▲山梨県消防協会長表彰 
代表 内田千章

令
和
３
年 成

人
式

出初式
　

１
月
10
日
、「
令
和
３
年
成
人
式
典
」
が
生

涯
学
習
セ
ン
タ
ー
で
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

今
年
の
成
人
式
は
、
式
典
２
週
間
前
か
ら
の

体
調
確
認
表
の
提
出
や
受
付
時
間
の
分
散
、
一

般
参
観
の
制
限
、
マ
ス
ク
の
着
用
や
検
温
、
手

指
の
消
毒
な
ど
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

対
策
を
行
い
開
催
さ
れ
、
平
成
12
年
４
月
２
日

か
ら
平
成
13
年
４
月
１
日
に
生
ま
れ
た
新
成
人

１
１
４
人
が
出
席
し
ま
し
た
。

　

式
典
で
は
久
保
町
長
か
ら
お
祝
い
と
し
て

『
恭き

ょ
う
け
い敬
』
の
言
葉
が
贈
ら
れ
「『
恭
敬
』
と
は
、

慎
み
、
敬
う
こ
と
で
、
人
を
『
思
い
や
る
』
こ

と
か
ら
始
ま
る
。
社
会
の
一
員
と
し
て
、
互
い

に
思
い
や
り
の
心
で
相
互
理
解
に
努
め
、
調
和

の
と
れ
た
社
会
づ
く
り
を
実
践
し
て
い
く
こ
と

が
大
切
。
特
に
昨
今
は
、自
然
災
害
が
多
発
し
、

命
を
守
る
観
点
か
ら
、

人
と
の
つ
な
が
り
や

地
域
内
で
の
助
け
合

い
が
重
要
。
日
常
か

ら
の
思
い
や
り
の
行

動
は
、
社
会
に
お
け

る
温
か
な
信
頼
関
係

を
築
き
、
そ
の
地
域

で
の
暮
ら
し
や
す
さ

に
つ
な
が
っ
て
い
く
。

周
囲
の
人
々
と
心
を

寄
せ
合
い
、
家
族
、
友
人
な
ど
関
わ
っ
て
き
た

人
や
自
然
、
祖
先
へ
の
感
謝
の
気
持
ち
を
忘
れ

ず
に
、
勇
気
を
持
っ
て
行
動
し
て
ほ
し
い
」
と

あ
い
さ
つ
し
ま
し
た
。

　

新
成
人
を
代
表
し
た
誓
い
の
言
葉
で
は
、
最

初
に
井い

の
う
え上

慎し
ん
た
ろ
う

太
郎
さ
ん
が
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
症
の
影
響
で
あ
た
り
ま
え
の
日
常
が

失
わ
れ
、
成
人
式
を
行
え
な
い
自
治
体
も
あ
る

中
で
、
こ
の
よ
う
に
式
典
を
行
う
こ
と
が
で
き

た
の
は
、
関
係
者
皆
さ
ま
の
お
か
げ
。
心
よ
り

感
謝
し
ま
す
。『
大
人
』
と
し
て
、
よ
り
一
層

自
分
の
行
動
に
責
任
を
持
ち
、
誰
か
の
支
え
と

な
り
、
助
け
て
い
け
る
よ
う
な
社
会
人
に
な
れ

る
よ
う
日
々
精
進
し
ま
す
。」
と
述
べ
、
続
い

て
土つ

ち
や屋

優ゆ

い依
さ
ん
は
「
昨
年
は
自
宅
に
い
る
時

間
が
増
え
、
外
に
出
ら
れ
な
い
窮
屈
さ
を
感
じ

た
半
面
、
住
ま
い
の
大
切
さ
、
地
域
の
人
と
の

つ
な
が
り
の
大
切
さ
を
再
確
認
し
、
今
ま
で
の

生
活
の
尊
さ
も
改
め
て
実
感
し
ま
し
た
。
現
在

は
県
内
で
建
築
業
に
携
わ
り
、
人
々
の
生
活
を

支
え
る
仕
事
に
や
り
が
い
を
感
じ
、
日
々
励
ん

で
い
ま
す
。
周
囲
の
方
々
と
の
つ
な
が
り
を
大

切
に
し
、
様
々
な
経
験
を
重
ね
、
ふ
る
さ
と
市

川
三
郷
町
に
貢
献
で
き
る
人
に
な
れ
る
よ
う
努

力
し
ま
す
。」
と
述
べ
ま
し
た
。（
写
真
・
上
）

令和３年 市川三郷町消防団

　新春を飾る町消防団出初式。本年は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、規模を縮小し、
１月10 日、町役場大会議室で行われました。各分団長・副分団長のみが参加し、優良消防団
員の表彰など式典形式で行われました。今年も消防団は、地域の皆さまが安心して暮らせるよう
に啓発活動や訓練に励みます。

■山梨県消防協会長表彰

《甲種功労章》内田千章、藤 原   勝
《乙種功労章》武田智宏、丹 沢   剛、髙石秀吉、藥袋政史
芹沢友樹、秋山治久、一瀨浩志、遠藤裕人、小林正典
長田貴仁
■鰍沢警察署長表彰

《防犯功労章》笠井豊　、諏訪孝吉、小林茂広、樋 口   勉
笠井太介、笠井鈴治
■峡南広域行政組合消防本部消防長表彰

依田正則、石原由紀夫
■山梨県峡南地域県民センター所長表彰

《功労章》　桐原直喜、一瀬大輔、佐野俊人、前 嶋   茂
■山梨県消防協会峡南支部長表彰

渡邉俊介、若 林   啓、藥袋広和、塩島浩志、岸本一成
坂本卓也、深沢憲稔、上田健剛、望月裕哉、藤井孝幸
加藤雅哉、秋山たかし
■市川三郷町長表彰

《40 年勤続功労章》　丹沢秀彦
《30 年勤続功労章》　池川嘉一、小 澤   元
《25 年勤続功労章》　中 込   章、望 月   司
《20 年勤続功労章》　塩島孝典、長倉建作、土橋昭彦
岸 本   司、河西和也、伊藤広文、小林和人、長田英一
丸山高仁、佐野善一、深沢憲稔、伊藤正人、河 西   孝
岩下健太郎

《15 年勤続功労章》　若 林   良、丹沢一也、窪田修也
相川英樹、桐 戸   正、立 川   淳、市川朝徳、伊藤道文
小林秀和、内田千章、一瀨浩志、中 山   亘、深澤幹也
原田和久、笠井憲一、丹沢茂弘、依 田   亘、加藤一徳
渡邉真二
■市川三郷町消防団長表彰

《団体》　第２分団、第５分団、第９分団
《10 年勤続功労章》　長倉豊勝、渡 邉   諭、石原和幸
丹沢卓史、塩島宏孝、乙黒裕次、長田勝輝、水上祐太
芹沢友樹、渡邉広太、丹沢政司、伊 藤   悠、遠藤友哉
鈴 木   修、樋川彰一、松井颯大、笠井　将、井上尚希
■退職消防団員報償

《消防庁長官表彰・銀杯１号》　坂本昌和、上 田   薫
石 原   昇、小 林   博、小川雅仁、小 沢   崇

《消防庁長官表彰・銀杯２号》　渡邉賢一、板 倉   亘
遠藤直樹、榊 原   孝、小林茂広、塩 島   実、水野秀康
新 津   智、望月和宏、佐々木義文

▪消防団員各種表彰者（順不同・敬称略）

消
防
団
員
の

活
動
服
が
変
わ
り
ま
し
た

正　面 背　面

　消防団員制服基準の改正に基づき、新基準の活動服を購
入しました。
　新しい活動服は、オレンジ色の配色を増やし、再帰反射性
プリントで背中に大きく「市川三郷町」の文字があり、夜間活
動時等の視認性を高めた仕様です。
　また、旧活動服に比べ、より動きやすい伸縮率の高いスト
レッチ素材や難燃性素材を採用し、機能性・安全面に配慮さ
れた活動服となっています。今後消防団員は、この活動服を
着用し現場で活動し、地域を守ります。

成人式の様子
※集合写真等撮影
　時には一時的に
　マスクをはずし
　ています。
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か
ら

鰍
沢
警
察
署

20 歳になったら国民年金
　国民年金は、老後の生活や、事故・病気により障害が残ったとき、家族の
働き手が亡くなったときなど、いざというときの生活を、社会全体で支えよう
という考えで作られた仕組みです。

～新成人のみなさんへ～

将来の大きな支え
　国民年金は２０歳から６０歳までの方が加入します。国の運営で安定しています。また、年金の
給付は生涯にわたって保障されます。

老後のためだけではない
　国民年金には老齢年金のほか、障害年金や遺族年金もあります。障害年金は、病気や事故で障害が残ったときに受け取れ
ます。また遺族年金は、加入者が死亡した場合にその加入者により生計を維持されていた遺族（「子のある配偶者」や「子」）
が受け取れます。

POINT!

学生納付特例制度
　学生の方は一般的に所得が少ないため、ご本人の所得が一定以下の場合、保険料の納付が
猶予される制度です。対象となる学生は、学校教育法に規定する大学（大学院）、短期大学、
高等学校などに在学する方です。

納付猶予制度
　学生でない５０歳未満の方で、ご本人及び配偶者の所得が一定額以下の場合に国民年金保険
料の納付が猶予される制度です。

猶予制度もあります 【問い合わせ】

竜王年金事務所 

☎ 055-278-1100

町町民課

国保年金係

 ☎ 055-272-1105

支給対象者には通知が届きます

■支給基準■

高額医療・高額介護合算療養費制度のご案内

医療保険と介護保険の両方に自己負担額があり、自己負担額の合計が基
準額を超えた世帯

■通知送付対象者■
令和元年８月１日～令和２年７月３１日の１年間について仮算定し、支給対
象となる被保険者

■通知発送時期■
支給対象となる被保険者に、令和３年３月上旬頃に申請のご案内を郵送

■申請から支給まで■
医療分については、広域連合から支給され、申請から２～３ヶ月ほどかか
ります

PICK UP

医療と介護の両方のサービスを
利用している皆さまへ

　高額医療・高額介護合算療
養費制度とは、医療と介護の
両方のサービスを利用してい
る世帯の負担を軽減する制度
です。１年間に支払った医療
保険と介護保険の自己負担額
を合計し、基準額を超えた金
額を高額介護合算療養費とし
て支給します。

【問い合わせ】
町町民課国保年金係

 ☎ 055-272-1105

道路でみかける

これ

なに？

ダイヤチェック
運動推進中

　このマークはダイヤマーク『♢』といって、その先に横断
歩道があることを知らせるための道路標示です。
　『♢』を確認（チェック）したら前方に注意しましょう。
　横断歩行者等がいたら、停止線の手前で必ず一時停止
しましょう。
　悲惨な歩行者事故をなくすために、ダイヤチェック運動
を推進しています。

～ダイヤマーク
この先に横断歩道あり～

ご不明な点がございましたらお問い合わせ下さい。

 鰍沢警察署☎0556-22-0110

横
断
歩
道
は

歩
行
者
優
先
！

ダイヤマークを
チェック

歩行者の有無を
チェック

歩行者がいたら
一時停止

　原則として、横断歩道等から約３０ｍ手前地点に１個、さらに
１０～２０ｍ間隔にあります。

３０ｍ１０～２０ｍ

や
ま
な
し
デ
ー
タ
de
ヘ
ル
ス
事
業

参
加
者
募
集
の
お
知
ら
せ

　
山
梨
県
で
は
、
市
町
村
国
保
加
入
者
の
健
康
づ
く
り
を
推
進
す
る

た
め
、
ア
プ
リ
で
健
康
づ
く
り
を
行
う
デ
ー
タ
de
ヘ
ル
ス
事
業
の
参

加
者
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

対象者

2
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税
の
申
告
は
正
し
く
お
早
め
に
！

申
告
受
付
期
間   

２
月
16
日
火
～
３
月
15
日
月

所得税・個人消費税・贈与税の
確定申告書作成会場開設
２月１６日火～３月１５日月

土日祝日はお休みします

【場　　所】  鰍沢税務署
【受付時間】  午前８時３０分～午後４時

（提出は午後５時まで）

【相談時間】  午前９時～午後５時
※�混雑緩和のため、申告会場への入場には、入場で
きる時間枠が指定された「入場整理券」が必要です。

※�入場整理券は各会場で当日配付しますが、LINE を
通じたオンライン事前発行も可能です。友だち追
加後「相談を申し込む」を選択して下さい。（友だ
ち追加は LINE ホーム画面で「国税庁」または「@
kokuzei」と検索、希望日時等を選択して下さい）
※�入場整理券の配布状況に応じて、後日の来場をお

願いする場合があります。
※�詳しい内容は国税庁ホームページをご覧下さい。

町県民税の申告書を送付します！

［
所
得
税
（
土
地
等
の
譲
渡
を
除
く
）・
消
費
税
］

鰍
沢
税
務
署
☎
０
５
５
６
（
２
２
）
３
１
９
１

［
所
得
税
（
土
地
等
の
譲
渡
）・
贈
与
税
］

甲
府
税
務
署
☎
０
５
５
（
２
５
４
）
６
１
０
５

［
町
県
民
税
］

町
税
務
課
住
民
税
係
☎
０
５
５
（
２
７
２
）
１
１
０
４

令和２年分の申告書提出期限及び納税期限
税　　目 申告書提出期限及び

納税期限
申告所得税及び
復興特別所得税 ３月１５日月

消費税及び地方消費税
（個人事業者） ３月３１日水

贈  与  税 ３月１５日月

町の申告相談会
２月１６日火～３月１５日月

土日祝日はお休みします

【場　　所】  町役場本庁舎１階大会議室
【受付時間】   午前９時００分～１１時３０分

　　　　　   午後１時３０分～　３時３０分
※ 提出のみ【税務課窓口、三珠・六郷支所で随時受付】
※ 感染症防止のため、マスクの着用をお願いします。
※�当日検温・体調チェック実施。３７.５度以上の発
熱等がある場合、受付をご遠慮いただく場合があ
ります。ご了承下さい。
※�感染症対策として換気を行うため、会場内が寒く
なることが予想されます。暖房を行いますが、お
越しの際は防寒対策をお願いします。
※�車内等の別の場所で待機をご希望の場合は、電話
でお呼び出しいたしますので当日お申し出下さい。
※�会場の混雑状況や申告内容により、
税務署での申告や別日での申告をお
願いすることがあります。

あなたは申告が必要？

申告簡易フローチャート
・このフローチャートは、簡易的に申告が必要か判定するものです。
・令和２年中（令和２年１月１日から１２月３１日まで）の収入内容で判定して下さい。
・年齢は令和３年１月１日現在の年齢で判定して下さい。
・所得税の還付申告を受ける場合、下表に関わらず確定申告が必要です。
　（確定申告をされた場合は町県民税の申告書の提出は不要）
・「収入」とは総支給額のことで、「所得」とは収入から必要経費等を差し引いた額です。

収入がない方
遺族年金・障害年金・失業給付金等の非課税収入のみの方

町県民税申告

※ 収入がなく（非課税収入のみの場合を含む）、申告をしなかった場合、国民健康保険・後期高
齢者医療保険・介護保険・障害福祉サービス等の所得判定等に影響がでる場合があります。

主
に
年
金
収
入
の
方

年金収入が年間１４８万円以下（６５歳未満は年間９８万円以下）の方 申告不要

・ 年金収入が年間１４８万円超（６５歳未満は年間９８万円超）、
４００万円以下で医療費控除等の各種控除を受ける方

・ 年金収入が年間４００万円以下で、他の所得（２０万円以下 )
がある方

・年金収入以外の所得が２０万円超の方
・年金収入が年間４００万円超の方

町県民税申告

確定申告

主
に
給
与
収
入
の
方

給与収入が１か所のみで、年末調整済みの方 申告不要

給与収入以外に、２０万円以下の所得がある方

・退職等で年末調整が済んでいない方
・年末調整の内容に変更がある方
・ ２か所以上から給与収入があり、年末調整が済んでいない

給与収入とその他の所得の合計額が２０万円超の方
・給与収入が年間２，０００万円超の方
・医療費控除や寄附金控除等の各種控除を受ける方
・給与収入以外に、２０万円超の所得がある方

町県民税申告

確定申告

営業・農業・不動産・雑・
一時・配当 ( 総合課税 )
収入の方

所得金額より控除金額が多い場合

所得金額より控除金額が少ない場合

町県民税申告

確定申告

〇営業、農業、不動産業の方で、初めて確定申告をされる方
〇住宅借入金等特別控除を初めて申告される方
〇雑損控除、先物取引等の申告をされる方
〇譲渡等 ( 土地・建物・株式等 ) の申告をされる方

鰍沢税務署
で

確定申告

確定申告？町県民税申告？

受
付
不
可

町
で
の

確
定
申
告
の
提
出
方
法

　税務署へ郵送や時間外収受箱へ投函する
ことで、土日でもご利用できます。
※町県民税の申告書も郵送で受け付けます。

郵送または収受箱へ投函

申告相談会場での提出のほか次の方法で提
出できます。

【郵送で提出する場合の宛先】
確定申告書

『税務署事務処理センター 〒 400-8541 甲府
市丸の内 1-1-18 甲府合同庁舎内』
町県民税申告書

『市川三郷町役場税務課 〒 409-3601 西八代
郡市川三郷町市川大門 1790-3』

e-Tax（電子申告）で提出
　インターネットを利用して自宅でいつで
も申告することができます。

①マイナンバーカードまたは②税務署発行
の ID・PW を利用します。②を利用する場合、
事前に税務署で ID・PW の発行が必要です。
詳細は、e-Tax ホームページをご覧下さい。

e-Tax ホームページ
QR コード

町 県 民 税 の主
な
税
制
改
正

　働き方改革を後押しするなどの観点から、
給与所得控除と公的年金等控除の控除額を
一律 10 万円引き下げ、基礎控除の控除額を
10 万円引き上げます。

給与所得控除・公的年金等控除の一部を
基礎控除へ振り替え

　配偶者控除・扶養控除・勤労学生控除等
の所得要件を 10 万円引き上げます。また、
均等割・所得割の非課税基準も 10 万円引き
上げます。

各種所得控除などを受けるための
所得金額要件や住民税非課税基準の変更

令和３年度から適用

その他詳細は町ホームページをご覧下さい。

　町では、令和元年中の収入などの情報をもとに申告が必要と思われる方に対

し、町県民税の申告書を送付します。（２月上旬送付予定）

　申告書が送付されなくても、収入が「０」になった、扶養親族に変更があった、

年金を受給するようになったなどの場合は、申告書の提出が必要になる場合が

あります。お気軽にお問い合わせ下さい。

　本人の合計所得が５００万円以下で生計を同じとす
る子（所得４８万円以下で、ほかの者の扶養親族になっ
ていない）を有する場合、婚姻歴の有無・性別にかか
わらずひとり親控除の対象になります。

未婚のひとり親に対する税制の措置と
寡婦（夫）控除の対象の見直し
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